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Ⅰ－１ 資格審査の種類と申請方法 
 

１ 競争参加資格審査について 

  競争参加資格の審査（以下「資格審査」といいます。）には、2 年に 1 回、受付期間を

定めて行うもの（定期受付）と、定期受付の終了後、随時に受付を行うもの（随時受付）

との 2 種類があります。 

  当社に申請する場合は、 1 都 3 県（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県）のいずれか

に本社、支社又は営業所等拠点を有していることが必要です。 

   なお、上記に該当しない方で「政府調達に関する協定」に基づく当社発注案件に参加

を希望する場合は、個別案件ごとに競争参加資格審査の申請を受け付けます。詳しくは

入札公告等でお知らせします。 

 

２ 競争参加資格審査を申請することができない方（欠格要件） 

次の欠格要件に該当する方は、競争参加資格審査を申請することができません。 

 

 ＜欠格要件＞ 

  ① 契約を締結する能力を有しない方及び破産者で復権を得ない方 

  ② 次のアからカまでのいずれかに該当すると認められる方で、その事実があった後 2

年を経過していない方（これを代理人、支配人その他の使用人として使用する方につ

いても、また同様とします。） 

   ア 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しく

は数量に関して不正の行為をした方 

   イ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得る

ために連合した方 

   ウ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた方 

   エ 監督又は検査の実施に当たり社員の職務の執行を妨げた方 

   オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった方 

   カ アからオまでのいずれかに該当する事実があった後 2 年を経過しない方を、契約

の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した方 

  ③ ②に該当する方を入札又は見積りの代理人として使用する方 

  ④ 経営状態が著しく不健全であると認められる方 

  ⑤ 競争参加資格審査申請書若しくは添付書類中の重要な事項について虚偽の記載を

し、又は重要な事項について記載をしなかった方 

⑥ 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 3 条の規定による許可及び同法第 27 条の 23

第 2 項に規定する経営事項審査を受けていない方（道路清掃を除きます。）。さらに、

経営事項審査の総合評定値通知書の雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入状況

がいずれも「加入」又は「適用除外」となっていない方（ただし、当該通知書におい

て雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に当該保

険の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」となった方で、それぞれ当該事実

を証する書類を併せて提出できる場合を除きます。） 

  ⑦ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条

第 6 号に規定する暴力団員が実質的に経営を支配する法人又はこれに準ずる方 
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３ 競争参加資格審査申請書類の提出 

  定期受付  

インターネット一元受付（※１）より申請してください。  

（2019・2020 年度競争参加資格審査より、郵送による申請を廃止し、原則インターネット

一元受付による申請のみとしています。）  

   ただし、インターネット一元受付で対応していない申請（事業協同組合が特例計算を希

望する場合、道路清掃を希望する場合等）については、電子メール（※２）にて競争参加資

格審査申請書類（以下「申請書類」といいます。）一式を、以下の提出先までご送付くださ

い。 

 

 【受付期間】2022 年 12 月 1 日（木）～ 2023 年 1 月 13 日（金） 

※ 土日、祝日及び年末年始を除きます。  

   【受付時間】午前 9 時 30 分～午後 5 時 00 分 

   【提 出 先】keiyaku-shinsa@shutoko.jp 

（首都高速道路株式会社 財務部契約課 競争参加資格審査担当 宛） 

 

※１  インターネット一元受付の申請方法については、国土交通省ホームページ

（https://www.mlit.go.jp/chotatsu/shikakushinsa/index.html）をご覧ください。  

※２ 電子メールによる申請方法の詳細については、9 頁をご確認ください。  

なお、郵送及び持参による申請は受け付けておりませんので、ご注意ください。 

 

 

 随時受付 

   定期受付終了後、2023 年 2 月から随時受付を開始します。 

   随時受付での申請を希望される場合は、電子メールにて申請書類一式を、以下の提出先 

までご送付ください。 

 

   【受付期間】2023 年 2 月 1 日（水）～ 2024 年 12 月 27 日（金） 

※ 土日、祝日及び年末年始を除きます。  

   【受付時間】午前 9 時 30 分～午後 5 時 00 分 

   【提 出 先】keiyaku-shinsa@shutoko.jp 

（首都高速道路株式会社 財務部契約課 競争参加資格審査担当 宛） 

          

※ 申請書類の提出方法の詳細については、9 頁をご確認ください。  

原則として、電子メールによる申請を受け付けます。 

    なお、受付時間外にご提出いただいた場合は、翌営業日受付とさせていただきます。  

 

※ 2023・2024 年度競争参加資格審査の随時受付は、2024 年 12 月 27 日（金）午後 5 時

までに申請書類一式の提出があり、かつ、書類に不備がないものが有効となります。

提出の際は、必ず本手引きにて記入漏れ等がないか最終確認を行ってください。 

 

※ 経営事項審査の審査基準が改正されたことに伴う再認定に係るスケジュール等につ

いては、下記ＵＲＬから当社ＨＰ「経営事項審査の審査基準が改正されたことに伴

う 2021・2022 年度及び 2023・2024 年度競争参加資格の再認定について」を参照し

てください。（2022.12.13 追記） http://www.shutoko.co.jp/business/qualify/

mailto:keiyaku-shinsa@shutoko.jp
mailto:keiyaku-shinsa@shutoko.jp
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Ⅰ－２ 資格審査申請に必要となるもの 

１ 資格審査申請書類 

 法人の場合 

① 提出書類について 

・競争参加資格審査申請書（建設工事）【様式第１】 

・完成工事高【様式第２】 

・業態調書【様式第３】 

・営業所一覧表【様式第４】 

・委任状（行政書士等が代理申請をする場合のみ提出）【様式第６】 

・総合評定値通知書又はその写し（Ａ4 判） 

    ※経営事項審査の取扱いについては 8 頁をご覧ください。 

・納税証明書（法人税並びに消費税及び地方消費税）又はその写し 

※納税証明書の取扱いについては 6 頁～7 頁をご覧ください。 

原則として、証明年月日が申請をする日の前 3 か月以内のものに限ります。 

・雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の「加入」又は「適用除外」を証明する書類 

（総合評定値通知書において「未加入」の場合のみ提出） 
※詳細については 8 頁をご覧ください。 

・担当者の名刺 

 

 

 事業協同組合が特例計算を希望される場合 

① 対象となる事業協同組合について 

中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合で、建設業法第 3 条の規定により許可

を受け、かつ中小企業庁の官公需適格組合の証明を受けている組合は、受注機会の確保

のため、特例計算できると定められています。 

特例計算を希望される場合、事業協同組合本体の外、最大 10 事業者までを「審査対

象者」とすることができます。 

「審査対象者」となる要件は次に掲げるとおりです。 

ア 当該組合の組合員であること 

イ 当該組合の理事が役員になっている法人であること 

ウ 当該希望工事種別に属する工事を施工することについて建設業法第 3 条の規定に 

よる許可を受けていること 

エ 欠格要件（2 頁に記載してあるもの）に該当しないこと 

 

② 提出書類について 

事業協同組合が特例計算を希望される場合には、以下の書類を提出してください。 

・競争参加資格審査申請書（建設工事）【様式第１】 

※組合自体のもののみをご提出ください。 

また、様式右上に、朱書きで「特例計算希望」と記入してください。 

  ・完成工事高【様式第２】 

※組合自体のもののほか、審査対象となる組合員すべてのものをご提出ください。 

また、様式右上に、審査対象となる組合員の名称を記入してください。  

  ・業態調書【様式第３】 

※事業協同組合及び組合員の有資格者の合計を記入してください。 
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  ・営業所一覧表【様式第４】 

・共同企業体等調書【様式第５】 

・委任状（行政書士等が代理申請をする場合のみ提出）【様式第６】 

・総合評定通知書又はその写し 

※経営事項審査の取扱いについては 8 頁をご覧ください。 

※組合自体のもののほか審査対象となる組合員すべてのものをご提出ください。 

・納税証明書（法人税並びに消費税及び地方消費税）又はその写し 

※納税証明書の取扱いについては 6 頁～7 頁をご覧ください。 

原則として、証明年月日が申請をする日の前 3 か月以内に発行されたものに限ります。 

※組合自体のもののほか、審査対象となる組合員すべてのものをご提出ください。 

・雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の「加入」又は「適用除外」を証明する書類 

（総合評定値通知書において「未加入」の場合のみ提出） 

※詳細については 8 頁をご覧ください。 

※組合自体のもののほか審査対象となる組合員すべてのものをご提出ください。  

・役員名簿（任意の様式で作成してください。） 

・組合員名簿（任意の様式で作成してください。） 

・官公需適格組合証明書（有効期間内のもの）の写し 

・審査対象者の所在地、電話番号、商号又は名称及び代表者氏名を記載した書類 

（任意の様式で作成してください。） 

・担当者の名刺 

 

 

 道路清掃を希望される場合 

 道路清掃を希望される場合には、1 に掲げる書類のほか、以下の書類を提出してくだ

さい。 

・登記事項証明書又はその写し 

※証明年月日が申請をする日の前 3 か月以内のものに限ります。 

・財務諸表（申請をする日の直前の 1 事業（営業）年度の貸借対照表、損益計算書、株

主資本等変動計算書及び注記表） 

 

（注） 道路清掃のみを希望される場合は、1 に掲げる書類のうち「総合評定通知書又

はその写し」は、提出の必要はありません。 

 

 

 

 

 

 ※ 申請書類の記載方法及び記載例につきましては、11 頁～29 頁（I-3）をご確認ください。 

 ※ 個人及び外国事業者で申請を希望される方は、財務部契約課までお問い合わせください。 

 ※ 経営事項審査の審査基準が改正されたことに伴う再認定の申請書類については、下記

ＵＲＬから当社ＨＰ「経営事項審査の審査基準が改正されたことに伴う 2021・2022 年

度及び 2023・2024 年度競争参加資格の再認定について」を参照してください。 

また、申請書余白に「経審改正に伴う再認定」と朱書きの上、提出してください。

（2022.12.13 追記）   http://www.shutoko.co.jp/business/qualify/ 
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２ 納税証明書の取扱い 

  国税庁から消費税（地方消費税を含む。）の滞納を未然に防止するため、競争参加資格

申請に際して「消費税及び地方消費税」の納税証明書の提出を求める旨協力依頼があった

ことを受け、添付書類として「納税証明書（写し）」の提出をお願いしています。 

  2023・2024 年度を有効とする定期の資格審査（建設工事）における納税証明書の取扱い

については、以下のとおりです。 

 

 

  納税証明書の様式 

   次の様式のうち、いずれか 1 枚（写しでも可）を提出してください。 

様 式 証 明 の 内 容 提出 

国税通則法施行規則別紙

第 9 号書式その 3 の 3 

「法人税と消費税及び地方消費税」につい

て未納の税額がないこと（法人の場合） 
◎ 

国税通則法施行規則別紙

第 9 号書式その 3 の 2 

「申告所得税及び復興特別所得税と消費税

及び地方消費税」について未納の税額がな

いこと（個人の場合） 

◎ 

国税通則法施行規則別紙

第 9 号書式その 3 

（一税目につき一枚） 

未納の税額（個人の場合は申告所得税及び

復興特別所得税、消費税及び地方消費税、

法人の場合は法人税、消費税及び地方消費

税）がないこと 

○ 

  

 ※ 納税証明書は必ずご提出ください。提出がない場合は、申請書類を受け付けることが

できません。 

※ できる限り、「◎」の付いた証明書を提出してください。 

「○」の様式を使用する場合に、証明の対象となる税の種類が異なる（不足する）場

合には、受け付けることができません。 

※ 納税すべき租税が更生債権又は再生債権となり、更生計画又は再生計画が認可されて

いないため納付ができず、納税証明書の写しが提出できない場合又は納税額について係

争中のため、当該係争部分に係る納税証明書の写しが提出できない場合（係争部分以外

の租税については納税証明書の写しを提出していることが必要）は、それぞれ租税の納

付ができないことを示す書類又は納税額について係争中であることを示す書類を提出し

てください。 

 

  有効な納税証明書年月日 

   証明年月日が申請をする日の前 3 か月以内に発行されたものとします。 

 

  提出方法 

   Ａ4 判で提出してください。 
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【参考１】国税通則法施行規則別紙第 9 号書式 

（その 3 の 3）「法人税と消費税及び地方  （その 3）個別の税目について未納の税額が 

消費税」について未納の税額がないこと   ないこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                   

納 税  証 明  書  

（その３・未納税額の無い証明用）  

 

住所（納税地）  

氏名（名称）  

代表者  

 

 

 

第     号  

第     号  

上記のとおり、相違ないことを証明します。  

        年  月  日  

          税務署長  

          財務事務官         印  

納 税  証 明  書  

（その３の 3・「法人税」及び「消費税及び地方消費税」  

について未納税額の無い証明用）  

住所（納税地）  

氏名（名称）  

代表者  

 

 

 

 

第     号  

    上記のとおり、相違ないことを証明します。  

        年  月  日  

           税務署長  

           財務事務官          印  

 

 １ 法人税について未納の税額はありません。  

 ２  消費税及び地方消費税について未納の税額は

ありません。  

以 下 余 白 

 

○○税について未納の税額はありません。  
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３ 経営事項審査の取扱い  

 （定期受付） 

2023・2024 年度定期受付の場合には、申請をする日の直前に受けたものであって、かつ、

2021 年 6 月 16 日以降を審査基準日とするものでなければなりません。（2021 年 6 月 16 日

以降を審査基準日とする経営事項審査の結果通知書（総合評定値通知書）が複数ある場合

は、そのうち最新のもの） 

さらに、総合評定値通知書の雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入状況がいずれも

「加入」又は「適用除外」となっていることが条件となります。ただし、当該通知書におい

て雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に当該保険の加

入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」となった方は、それぞれ当該事実を証明する書

類の提出が必要となります。 

 

 （随時受付） 

経営事項審査については、申請をする日の直前に受けたものであって、かつ、随時受付の

申請をする日の 1 年 7 月前の日以降を審査基準日とするものでなければなりません。（申請

する日の 1 年 7 月前の日以降を審査基準日とする総合評定値通知書が複数ある場合は、そ

のうち最新のもの） 

さらに、総合評定値通知書の雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入状況がいずれも

「加入」又は「適用除外」となっていることが条件となります。ただし、当該通知書におい

て雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に当該保険の加

入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」となった方は、それぞれ当該事実を証明する書

類の提出が必要となります。 

 

※ 経営事項審査の審査基準が改正されたことに伴う再認定について 

 

 １ 2023 年 1 月 1 日より改正後の経営事項審査の審査基準が適用されます。  

 

 ２ 改正前の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書に基づき競争参加資格の

認定を受けた者が、改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書を受け

たときは、希望により競争参加資格の再認定の申請を行うことができます。  

 

（注）工事の入札手続に参加をしている者で、既に競争参加資格の確認又は要請通知を受

けている場合であっても、当該入札案件の開札日までの間に再認定を受けた結果、等級

が変わり入札参加条件を満たさなくなったときは当該入札に参加する資格を失います

ので、ご注意ください。 

 

申請に当たっては、この手引きのほか下記ＵＲＬから当社ＨＰ「経営事項審査の審査

基準が改正されたことに伴う 2021・2022 年度及び 2023・2024 年度競争参加資格の再

認定について」を参照してください。（再認定のスケジュールや申請書類等が記載され

ています。） 

http://www.shutoko.co.jp/business/qualify/ 

（2022.12.13 追記） 
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４ 社会保険等の加入状況が「未加入」であった後に当該保険の加入状況が「加入」 

又は「適用除外」となった場合の取扱い 

 

総合評定値通知書において雇用保険、健康保険又は、厚生年金保険の加入状況が「未加

入」であった後に当該保険の加入状況が「加入」又は「適用除外」となったものは、それぞ

れ当該事実を証明する書類（下記に示すいずれかの書類）を提出してください。 

 

・「健康保険・厚生年金保険」領収証書の写し 

・「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入証明書の写し 

・「健康保険・厚生年金保険」資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し 

・「雇用保険」領収済通知書の写し及び労働保険概算・確定保険料申告書の写し 

・「雇用保険」雇用保険被保険者資格取得等通知書（事業主通知用）の写し 

・適用除外誓約書 

 

５ 申請書類の提出方法（電子メール） 

以下の ～ 及び留意事項をご確認の上、電子メールにてご送付ください。 

 

  申請書類の記載方法及び記載例（11 頁～29 頁）を参考に、日本語で作成してくださ

い。外国語を使用した書類がある場合には、日本語による訳文を添付してください。 

  申請書類を揃えた上で、申請書（Excel ファイル）の「提出書類チェックリスト」に基

づき、申請書類一式を、チェックリストに記載の順番になるよう一つの PDF ファイルに

まとめてください。 

   なお、統合した PDF データの容量が 50MB を超える場合は、お手数おかけしますが、 

データを分割してご提出ください。 

 

 

  申請書類の提出先は、以下のとおりです。 

   【受付期間】（定期受付）2022 年 12 月 1 日（木）～ 2023 年 1 月 13 日（金） 

         （随時受付）2023 年 2 月 1 日（水）～ 2024 年 12 月 27 日（金） 

※ 土日、祝日及び年末年始を除きます。  

   【受付時間】午前 9 時 30 分～午後 5 時 00 分 

   【提 出 先】keiyaku-shinsa@shutoko.jp 

（首都高速道路株式会社 財務部契約課 競争参加資格審査担当 宛） 

mailto:keiyaku-shinsa@shutoko.jp
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※ メールの件名は『（会社名）2023・2024 年度競争参加資格審査申請書

類の提出』としてください。 

※ このアドレスは、メール申請専用となります。それ以外の内容でのメ

ール送付はご遠慮ください。 

 

 

【 留意事項 】 

・郵送及び持参による提出は受け付けておりません。 

・申請書様式の文言及び書式の変更や、PDF 形式以外での申請書類の提出があった 

場合は、申請を無効とさせていただきますのでご注意ください。 

・受付時間外にご提出いただいた申請は、翌営業日受付とさせていただきます。 

 ・国土交通省等インターネット一元受付により既に申請を行っている方は、書類に 

よる申請は必要ありません。重複登録のないようご注意ください。  

 

▶ 提出された書類に不明な点等があった場合は、提出いただいた名刺の宛先に 

ご連絡いたします。 

▶ 申請書類の作成・提出等にあたり、ご不明な点等がございましたら、 

お問い合わせ先（30 頁）までご連絡ください。 



 11 

様式第１

１：新規 ※02受付番号 ※03業者コード ※申請者 06適格組 年 月 日
２：更新 － 05の規模    合証明  第 号

競争参加資格審査申請書（建設工事）

2023・2024年度において、貴社で行われる建設工事に係る競争に参加する資格の審査を申請します。
なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違しないことを誓約します。

　　　  　　年　　 　月 　　　日
首都高速道路株式会社　御中

07 本社（店） 08 法人番号
郵便番号

ﾌﾘｶﾞﾅ

09 本社（店）住所

ﾌﾘｶﾞﾅ

10 商号又は名称

11 役職

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾌﾘｶﾞﾅ

代表者氏名 12 担当者氏名

13 本社（店） 14 担  当  者
電話番号 電話番号

15 本社（店） 16 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
FAX番号

（17　代理申請時使用欄）
17 申請代理人 申請代理人郵便番号

申請代理人住所 申請代理人電話番号

申請代理人氏名

18 外資状況 19 営業年数
１ 外国籍会社 ２ 日本国籍会社 ３ 日本国籍会社 年
［国名：　　　 　　　］ ［国名：　　　 　　　 ］ ［国名：　　　 　　　］ ［国名：　　　 　　　］

（外資比率：１００％） （外資比率： 　％） （外資比率： 　％） 20 総従業
員数 人

※欄については記載しないこと（以下同じ）。

50

1200

シュトコウソクドウロ

首都高速道路（株）

代表取締役

シュト　タロウ

首都　太郎

03-3502-7311

03-3502-3062

トウキョウ　ハナコ

東京　花子

03-3539-9315

東京都千代田区霞が関１－４－１

keiyaku0000@shutoko.jp

００ ０１２３４５

１００ ８９３０

01
04建設業許可番号

-
1234567890123

チヨダクカスミガセキ

Ⅰ－３ 申請書類の記載方法及び記載例 

１ 競争参加資格審査申請書（建設工事）【様式第１】 

 

  申請書類は、Excelシートに直接ご入力いただき PDF化してください。（申請書への手書きはお控えいただくようお願いいたします。） 

  電話番号及びＦＡＸ番号は「－(ﾊｲﾌﾝ)」で区切り、「（ ）」は用いないでください。 

 

 

 

 

 

 

当社(民営化前を含む。)に初めて登録す

る場合には「１」に○を、業種を問わず

過去に一度でも登録がある場合には

「２」に○をしてください。 

許可を受けている建設業の許可

番号を記入してください。 

 官公需適格組合証明書（経済産業局長又は沖縄

総合事務局長が発行するもの）の取得年月日及

び番号を記入してください。 

 

申請内容について責任もって答えるこ

とができる方を記入してください。 

 

建設業許可を取得している場合

は、許可上の「主たる営業所」の

住所を記入してください。 

左詰めで都道府県名から記入して

ください。 

「丁目」「番地」は「－(ﾊｲﾌﾝ)」 

で記入してください。 

都道府県名のﾌﾘｶﾞﾅは省略して

ください。 

 

業務上の連絡で使用することが可能なｱﾄﾞﾚｽを記入してください。 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽがない場合には、「なし」と記入してください。 

総合評定値通知書に記入されている年数

を記載してください。 

本社（店）について、登記上の所在地と実際の所在地が異なる

場合は、このあたりに登記上の所在地を朱書きしてください。 

経審の審査基準日時点の総従業員

数を記入してください。 

法人の種類を表す文字は以下のとおりで

す。 

株式会社：（株）有限会社：（有） 

合資会社：（資）合名会社：（名） 

協同組合：（同）協業組合：（業） 

企業組合：（企）合同会社：（合） 

有限責任事業組合：（責） 

一般財団法人：（一財） 

一般社団法人：（一社） 

公益財団法人：（公財） 

公益社団法人：（公社） 

行政書士等が代理申請する場合に

のみ使用してください。 

外資系企業（日本国籍会社を含む。）の場合は、該当する会社区分の番号（1、2、3のいずれか）に○を

付し、〔 〕内に外国名を、（ ）内に当該国の資本の比率をそれぞれ記入してください。 

なお、「2 日本国籍会社（比率 100％）」とは 100％外国資本の会社を、「3 日本国籍会社」とは一部外

国資本の会社をいいます。 

個人の場合など、法人番号の通知を受けていな

い場合には入力の必要はありません。 
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２ 完成工事高【様式第２】 

記載例に従って記入してください。当社の工事種別と建設業法上の建設工事（許可）の種類との対応については【別表１】（14頁）を、建設業法許可工事種別の細区分工

種と当社の工事種別との関係については【別表２】（15頁～20頁）を参照してください。 
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様式第２ 完成工事高

※業者コード
（単位：千円）

首都高速

工事種別

建設業法

上の建設工事

解体

☆道路清掃を希望される方はこちらを記入してください。

道路清掃 18

40,103

0

0

2,816

エラー?

971,946

0

0

6,000

793

100,000

38,103

140,991991

8,816

0

0

793

781,243

0

2,991

2,000

0 2,816 0243793 0

0

0 781,000 0 40,000

40,000

0 0

243

0

781,000

0

4

建築工事土木工事

6 7 125

防水

内装仕上

工事種別年間平均
完成工事高

建具

水道施設

消防施設

清掃施設

138,103

左官

とび・土工・コンクリート

石

屋根

その他

973,024

工事種別

申請
希望

許可業種年
間平均完成

工事高

基準決算以前の決算 基準決算
年間平均完成工事高

　　年　　月から　　　　年　　月まで　

6,000

総合評定通知書完成工事高合計

　　年　　月から　　　　年　　月まで　 　　年　　月から　　　　年　　月まで　 　　年　　月から　　　　年　　月まで　

造園

さく井

機械器具設置

しゅんせつ

板金

ガラス

タイル・れんが・ブロック

鋼構造物

鉄筋

舗装

熱絶縁

9

申請希望 ○ ○ ○

塗装

土木一式

建築一式

大工

○

0

1 2 3

○

造園工事 機械器具
設置工事

10 11

電気通信工
事

管工事 塗装工事

8

その他上
記以外の

工事

電気通信

○ ○

電気

管

その他申
請外

15 16 17

○ ○○

遮音壁工
事

標識工事 区画線工
事

○ ○
13 14

※受付番号

道路保全
土木工事

道路保全
施設工事

舗装工事 鋼橋工事 ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄ
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋

工事

電気工事

総合評定通知書の許可業種ご
との完成工事高を、実績がある
希望工事種別に振り分けてくだ
さい。

経営事項審査の各許可業種完

成工事高と一致させてください。

灰色網掛け欄は、入力不可です。

総合評定通知書の完成工事高が
「０」であっても、各工事種別に対応
する経審許可をもっていれば申請で
きます。（その場合必ず「０」を入力し
てください。）

ここの合計欄は、総合評定通知
書の完成工事高合計と一致しま
すが、四捨五入の関係で多少ず
れることがあります。（多少のず
れは問題ありません。）

総合評定通知書の完成工事高合
計をそのまま転記してください。

ここに「エラー?」と表示されると、入力ミス（漏れ）

の可能性があります。値を確認してください。

申請を希望する工種について、必ず
「○」を記入してください。

こちらは道路清掃を希望する方のみ記入してください。
希望しない方は記入の必要はありません。
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【別表１】 当社の工事種別と建設業法上の建設工事（許可）の種類との対応 

  当社の競争参加資格として求める工事種別、その主な工事内容及び対応する建設業法建設工事の種類は以下のとおりです。 

  右欄の建設工事（許可）の種類のうち１種類以上の許可を受け、かつ、当該許可の経営事項審査を受けていなければ、それに対応する左欄の当社の工事種別は申請できません｡ 

番号 工事種別 主な工事内容 建設工事（許可）の種類 

01 土 木 工 事 道路の新設、改築、改良、災害復旧に係る土木工事 
土木一式工事、とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ工事、石工事、ﾀｲﾙ・れんが・ﾌﾞﾛｯｸ工事、 

鋼構造物工事、内装仕上工事、水道施設工事、解体工事、その他工事 

02 建 築 工 事 
事務所、料金所、換気所、パーキングエリア、倉庫、駐車場、社宅等建築物の新設、改

築、改良に係る建築工事 

建築一式工事、鋼構造物工事、建具工事、清掃施設工事 

 

03 舗 装 工 事 道路の新設、改築、改良、災害復旧に係る舗装工事 舗装工事 

04 鋼 橋 工 事 道路の新設、改築、改良、災害復旧に係る鋼橋工事 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ工事、鋼構造物工事、解体工事、その他工事 

05 
ﾌ ﾟ ﾚ ｽ ﾄ ﾚ ｽ ﾄ 

ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ 橋 工 事 
道路の新設、改築、改良、災害復旧に係るプレストレストコンクリート橋工事 土木一式工事、とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ工事、解体工事、その他工事 

06 電 気 工 事 電気設備の新設、改良、災害復旧に係る電気工事 電気工事 

07 電 気 通 信 工 事 電気通信設備の新設、改良、災害復旧に係る電気通信工事 電気通信工事、消防施設工事 

08 管 工 事 
給排水設備、衛生設備、ガス設備、空気調和設備、建築物の消火設備、融雪設備等の新

設、改良に係る管工事 
管工事、熱絶縁工事、水道施設工事、消防施設工事 

09 塗 装 工 事 鋼橋等の塗装工事 塗装工事 

10 造 園 工 事 パーキングエリア、路傍等の植樹、張芝、は種等の造園工事 造園工事 

11 
機 械 器 具 

設 置 工 事 

トンネル換気設備、排水ポンプ設備、トンネル消火設備、水噴霧設備、軸重測定設備、

建築物昇降機設備等の新設、改良に係る機械器具設置工事 
鋼構造物工事、機械器具設置工事、清掃施設工事 

12 遮 音 壁 工 事 遮音壁及び裏面吸音板の新設、改築、改良に係る工事 
土木一式工事、とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ工事、石工事、 

ﾀｲﾙ・れんが・ﾌﾞﾛｯｸ工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、解体工事、その他工事 

13 標 識 工 事 道路標識の設置工事 
土木一式工事、とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ工事、鋼構造物工事、板金工事、解体工

事、その他工事 

14 区 画 線 工 事 道路の区画線工事 塗装工事 

15 道 路 保 全 土 木 工 事 道路の土木構造に係る維持修繕工事及び緊急応急作業 
土木一式工事、とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ工事、ﾀｲﾙ・れんが・ﾌﾞﾛｯｸ工事、鋼構造物

工事、舗装工事、塗装工事、防水工事、造園工事、解体工事、その他工事 

16 道 路 保 全 施 設 工 事 

①道路付属建築物（事務所、料金所、換気所、パーキングエリア、倉庫、駐車場等建築

物）の建築工事に係る維持修繕工事及び維持修繕作業（保守及び交通事故復旧、雪害作

業等の緊急応急作業） 

②道路及び道路付属建築物（①に同じ）の電気、電気通信、管、機械器具設置工事に係

る維持修繕工事及び維持修繕作業（保守及び交通事故復旧、雪害対策等の緊急応急作業） 

建築一式工事、電気工事、管工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事、    

熱絶縁工事、電気通信工事、水道施設工事、消防施設工事 

17 その他上記以外の工事 上記以外の工事 屋根工事、鉄筋工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、さく井工事 

18 道 路 清 掃 道路清掃（経営事項審査を受けていない方）                                     
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【別表２】 建設業法許可工事種別の細区分工種と当社の工事種別との関係 

  建設業法許可工事種別の細区分工種と当社の工事種別との関係は以下のとおりです。 

  計上する建設業許可工事種別の年間平均完成工事高は、建設業許可を有しているだけでなく、かつ、経営事項審査を受けていなければなりません。 

 

建設業許可工事種別 細区分工種名

土木一式 一般土木 土木一式工事及び土木に関する工事で他の工事種別に属する工事以外のもの ０１ 土木工事

土木一式 遮音壁 土木一式工事及び土木に関する工事のうち、遮音壁に関するもの １２ 遮音壁工事

土木一式 ｸﾞﾗｳﾄ 土木一式工事及び土木に関する工事のうち、岩盤、土中、ｺﾝｸﾘ-ﾄ等にﾓﾙﾀﾙ･ｾﾒﾝﾄﾍﾟ-ｽﾄを注入する工事（以下「ｸﾞﾗｳﾄ工事」という。）に関するもの ０１ 土木工事

土木一式 ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘ-ﾄ 土木一式工事及び土木に関する工事のうち、ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘ-ﾄによる橋梁等工事及び橋桁等製作仮設工事（以下「ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘ-ﾄ工事」という。）に関するもの ０５ ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘ-ﾄ橋工事

土木一式 法面処理・環境省（自然環境共生工事） 土木一式工事及び土木に関する工事のうち、ｱﾝｶ-工及びその他法面保護工事（以下「法面処理工事」という。）に関するもの、もしくは環境省における自然環境共生工事に関す
るもの ０１ 土木工事

土木一式 土木保全・環境省（自然環境共生工事） 土木一式工事及び土木に関する工事のうち、土木構造物に関する維持修繕工事（以下「土木保全工事」という。）に関するもの、もしくは環境省における自然環境共生工事に関
するもの １５ 道路保全土木工事

土木一式 標識・環境省（自然環境共生工事） 土木一式工事及び土木に関する工事のうち、道路標識の設置工事（以下「標識工事」という。）に関するもの、もしくは環境省における自然環境共生工事に関するもの １３ 標識工事

土木一式 防護柵・環境省（自然環境共生工事） 土木一式工事及び土木に関する工事のうち、交通安全施設（防護柵等）の設置工事及び法面保護のためのﾈｯﾄ工事（以下「防護柵工事」という。）に関するもの、もしくは環境省
における自然環境共生工事に関するもの ０１ 土木工事

土木一式 ﾄﾝﾈﾙ内装 土木一式工事及び土木に関する工事のうち、ﾄﾝﾈﾙ内装板の設置工事（以下「ﾄﾝﾈﾙ内装工事」という。）に関するもの ０１ 土木工事

土木一式 軌道 土木一式工事及び土木に関する工事のうち、軌道工事（以下「軌道工事」という。）に関するもの １８ その他（申請外）

土木一式 港湾土木 土木一式工事及び土木に関する工事のうち、港湾の施設である外郭施設（防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、こう門、護岸、堤防、突堤、胸壁）・係留施設（岸壁、桟橋、
係船浮標、浮き桟橋、係船杭、物揚場、船揚場）及び前記施設と同種の施設の工事（以下「港湾土木工事」という。）に関するもの ０１ 土木工事

土木一式 ﾚｰﾙ溶接他 ﾚｰﾙ溶接工事又は基準器設置工事 １８ その他（申請外）

土木一式 一般土木・橋梁補修 土木一式工事及び土木に関する工事における橋梁補修工事で他の工事種別に属する工事以外のもの ０１ 土木工事

土木一式 遮音壁・橋梁補修 土木一式工事及び土木に関する工事における橋梁補修工事のうち、遮音壁に関するもの １２ 遮音壁工事

土木一式 ｸﾞﾗｳﾄ・橋梁補修 土木一式工事及び土木に関する工事における橋梁補修工事のうち、岩盤、土中、ｺﾝｸﾘ-ﾄ等にﾓﾙﾀﾙ･ｾﾒﾝﾄﾍﾟ-ｽﾄを注入する工事（以下「ｸﾞﾗｳﾄ工事」という。）に関するもの
０１ 土木工事

土木一式 ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘ-ﾄ・橋梁補修 土木一式工事及び土木に関する工事における橋梁補修工事のうち、ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘ-ﾄによる橋梁等工事及び橋桁等製作仮設工事（以下「ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘ-ﾄ工事」という。）に関す
るもの

０５ ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘ-ﾄ橋工事

土木一式 土木保全・環境省（自然環境共生工事）・
橋梁補修

土木一式工事及び土木に関する工事における橋梁補修工事のうち、土木構造物に関する維持修繕工事（以下「土木保全工事」という。）に関するもの、もしくは環境省における
自然環境共生工事に関するもの １５ 道路保全土木工事

土木一式 標識・環境省（自然環境共生工事）・橋梁
補修

土木一式工事及び土木に関する工事における橋梁補修工事のうち、道路標識の設置工事（以下「標識工事」という。）に関するもの、もしくは環境省における自然環境共生工事
に関するもの １３ 標識工事

土木一式 防護柵・環境省（自然環境共生工事）・橋
梁補修

土木一式工事及び土木に関する工事における橋梁補修工事のうち、交通安全施設（防護柵等）の設置工事及び法面保護のためのﾈｯﾄ工事（以下「防護柵工事」という。）に関す
るもの、もしくは環境省における自然環境共生工事に関するもの ０１ 土木工事

土木一式 その他 当該業種を廃業した場合に、年間平均完成工事高を入力する １８ その他（申請外）

建築一式 建築 建築一式工事及び建築に関する工事で他の工事種別に属する工事以外のもの ０２ 建築工事

建築一式 木造建築 建築一式工事及び建築に関する工事のうち、耐火建築以外の建築工事（以下「木造建築工事」という。）に関するもの ０２ 建築工事

建築一式 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ建築 建築一式工事及び建築に関する工事のうち、ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材を用いて施工する建築工事（以下「ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ建築工事」という。）に関するもの ０２ 建築工事

建築一式 施設保全 建築一式工事及び建築に関する工事のうち、施設に係わる維持修繕工事（以下「施設保全工事」という。）に関するもの １６ 道路保全施設工事

建築一式 遮音壁 建築一式工事及び建築に関する工事のうち、遮音壁に関するもの １８ その他（申請外）

建築一式 その他 当該業種を廃業した場合に、年間平均完成工事高を入力する １８ その他（申請外）

大工 建築 大工工事で他の工事種別に属する工事以外のもの １８ その他（申請外）

大工 木造建築 大工工事のうち、木造建築工事に関するもの １８ その他（申請外）

大工 その他 当該業種を廃業した場合に、年間平均完成工事高を入力する １８ その他（申請外）

左官 建築 左官工事で他の工事種別に属する工事以外のもの １８ その他（申請外）

左官 木造建築 左官工事のうち、木造建築工事に関するもの １８ その他（申請外）

左官 その他 当該業種を廃業した場合に、年間平均完成工事高を入力する １８ その他（申請外）

細   区   分   工   種   名
工          事          の          内          容 番号 当社の工事種別
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建設業許可工事種別 細区分工種名

とび・土工・ｺﾝｸﾘ-ﾄ 一般土木 とび・土工・ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事で土木に関して他の工事種別に属する工事以外のもの ０１ 土木工事

とび・土工・ｺﾝｸﾘ-ﾄ 遮音壁 とび・土工・ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事のうち、遮音壁に関するもの １２ 遮音壁工事

とび・土工・ｺﾝｸﾘ-ﾄ ｸﾞﾗｳﾄ とび・土工・ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事のうち、ｸﾞﾗｳﾄ工事に関するもの ０１ 土木工事

とび・土工・ｺﾝｸﾘ-ﾄ 杭打 とび・土工・ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事のうち、鋼杭、鋼矢板等の既製杭による杭打工事及び場所打ちｺﾝｸﾘ-ﾄ杭施工工事（以下「杭打工事」という。）に関するもの ０１ 土木工事

とび・土工・ｺﾝｸﾘ-ﾄ ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘ-ﾄ とび・土工・ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事のうち、ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘ-ﾄ工事に関するもの ０５ ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘ-ﾄ橋工事

とび・土工・ｺﾝｸﾘ-ﾄ 法面処理 とび・土工・ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事のうち、法面処理工事に関するもの ０１ 土木工事

とび・土工・ｺﾝｸﾘ-ﾄ 土木保全 とび・土工・ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事のうち、土木保全工事に関するもの １５ 道路保全土木工事

とび・土工・ｺﾝｸﾘ-ﾄ 標識 とび・土工・ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事のうち、標識工事に関するもの １３ 標識工事

とび・土工・ｺﾝｸﾘ-ﾄ 防護柵 とび・土工・ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事のうち、防護柵工事に関するもの ０１ 土木工事

とび・土工・ｺﾝｸﾘ-ﾄ ﾄﾝﾈﾙ内装 とび・土工・ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事のうち、ﾄﾝﾈﾙ内装工事に関するもの ０１ 土木工事

とび・土工・ｺﾝｸﾘ-ﾄ 鋼構造物一般 とび・土工・ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事のうち、他の工事種別に属する鋼構造物工事以外の鋼構造物工事（以下「鋼構造物一般工事」という。）に関するもの １８ その他（申請外）

とび・土工・ｺﾝｸﾘ-ﾄ 鋼橋上部 とび・土工・ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事のうち、鋼材を用いて製作する橋桁等製作架設工事（以下「鋼橋上部工事」という。）に関するもの ０４ 鋼橋工事

とび・土工・ｺﾝｸﾘ-ﾄ 建築 とび・土工・ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事で建築に関して他の工事種別に属する工事以外のもの １８ その他（申請外）

とび・土工・ｺﾝｸﾘ-ﾄ 木造建築 とび・土工・ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事のうち、木造建築工事に関するもの １８ その他（申請外）

とび・土工・ｺﾝｸﾘ-ﾄ 施設保全 とび・土工・ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事のうち、施設保全工事に関するもの １８ その他（申請外）

とび・土工・ｺﾝｸﾘ-ﾄ 一般土木・橋梁補修 とび・土工・ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事における橋梁補修工事で土木に関して他の工事種別に属する工事以外のもの ０１ 土木工事

とび・土工・ｺﾝｸﾘ-ﾄ 遮音壁・橋梁補修 とび・土工・ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事における橋梁補修工事のうち、遮音壁に関するもの １２ 遮音壁工事

とび・土工・ｺﾝｸﾘ-ﾄ ｸﾞﾗｳﾄ・橋梁補修 とび・土工・ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事における橋梁補修工事のうち、ｸﾞﾗｳﾄ工事に関するもの ０１ 土木工事

とび・土工・ｺﾝｸﾘ-ﾄ 杭打・橋梁補修 とび・土工・ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事における橋梁補修工事のうち、鋼杭、鋼矢板等の既製杭による杭打工事及び場所打ちｺﾝｸﾘ-ﾄ杭施工工事（以下「杭打工事」という。）に関するもの ０１ 土木工事

とび・土工・ｺﾝｸﾘ-ﾄ ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘ-ﾄ・橋梁補修 とび・土工・ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事における橋梁補修工事のうち、ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘ-ﾄ工事に関するもの ０５ ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘ-ﾄ橋工事

とび・土工・ｺﾝｸﾘ-ﾄ 土木保全・橋梁補修 とび・土工・ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事における橋梁補修工事のうち、土木保全工事に関するもの １５ 道路保全土木工事

とび・土工・ｺﾝｸﾘ-ﾄ 標識・橋梁補修 とび・土工・ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事における橋梁補修工事のうち、標識工事に関するもの １３ 標識工事

とび・土工・ｺﾝｸﾘ-ﾄ 防護柵・橋梁補修 とび・土工・ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事における橋梁補修工事のうち、防護柵工事に関するもの ０１ 土木工事

とび・土工・ｺﾝｸﾘ-ﾄ 鋼構造物一般・橋梁補修 とび・土工・ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事における橋梁補修工事のうち、他の工事種別に属する鋼構造物工事以外の鋼構造物工事（以下「鋼構造物一般工事」という。）に関するもの １５ 道路保全土木工事

とび・土工・ｺﾝｸﾘ-ﾄ 鋼橋上部・橋梁補修 とび・土工・ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事における橋梁補修工事のうち、鋼材を用いて製作する橋桁等製作架設工事（以下「鋼橋上部工事」という。）に関するもの １５ 道路保全土木工事

とび・土工・ｺﾝｸﾘ-ﾄ 施設保全・橋梁補修 とび・土工・ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事における橋梁補修工事のうち、施設保全工事に関するもの １８ その他（申請外）

とび・土工・ｺﾝｸﾘ-ﾄ その他 当該業種を廃業した場合に、年間平均完成工事高を入力する １８ その他（申請外）

石 一般土木 石工事で他の工事種別に属する工事以外のもの ０１ 土木工事

石 遮音壁 石工事のうち、遮音壁に関するもの １２ 遮音壁工事

石 土木保全 石工事のうち、土木保全工事に関するもの １８ その他（申請外）

石 建築 石工事のうち、建築に関するもの １８ その他（申請外）

石 施設保全 石工事のうち、施設保全工事に関するもの １８ その他（申請外）

石 一般土木・橋梁補修 石工事における橋梁補修工事で他の工事種別に属する工事以外のもの ０１ 土木工事

石 遮音壁・橋梁補修 石工事における橋梁補修工事のうち、遮音壁に関するもの １２ 遮音壁工事

石 土木保全・橋梁補修 石工事における橋梁補修工事のうち、土木保全工事に関するもの １８ その他（申請外）

石 施設保全・橋梁補修 石工事における橋梁補修工事のうち、施設保全工事に関するもの １８ その他（申請外）

石 その他 当該業種を廃業した場合に、年間平均完成工事高を入力する １８ その他（申請外）

屋根 屋根工事 １７ その他上記以外の工事

屋根 その他 当該業種を廃業した場合に、年間平均完成工事高を入力する １８ その他（申請外）

電気 電気設備 電気工事で他の工事種別に属する工事以外のもの ０６ 電気工事

電気 電気設備（鉄道信号設備） 電気工事の電気設備のうち、信号関係等に係るもの ０６ 電気工事

電気 受変電設備 電気工事のうち、受変電設備、発電設備及びその他電源設備の工事（以下「受変電設備工事」という。）に関するもの ０６ 電気工事

電気 受配電設備 電気工事のうち、受配電設備（自家発電設備、無停電電源設備、直流電源設備を含む）で機器製作（改造を含む）、据付、試験調整を伴う工事に関するもの ０６ 電気工事

電気 施設保全 電気工事のうち、施設保全工事に関するもの １６ 道路保全施設工事

電気 電力線路 送電線路、電車線路、配電線路等の工事 １８ その他（申請外）

電気 電気設備・橋梁補修 電気工事における橋梁補修工事で他の工事種別に属する工事以外のもの ０６ 電気工事

電気 施設保全・橋梁補修 電気工事における橋梁補修工事のうち、施設保全工事に関するもの １６ 道路保全施設工事

電気 その他 当該業種を廃業した場合に、年間平均完成工事高を入力する １８ その他（申請外）

細   区   分   工   種   名
工          事          の          内          容 番号 当社の工事種別
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建設業許可工事種別 細区分工種名

管 暖冷房衛生設備 管工事で他の工事種別に属する工事以外のもの（以下「暖冷房衛生設備工事」という。） ０８ 管工事

管 水処理設備 管工事のうち、水処理のﾌﾟﾗﾝﾄ設備（産業排水処理設備等）の工事（以下「水処理設備工事」という。）に関するもの １８ その他（申請外）

管 施設保全 管工事のうち、施設保全工事に関するもの １６ 道路保全施設工事

管 その他 当該業種を廃業した場合に、年間平均完成工事高を入力する １８ その他（申請外）

ﾀｲﾙ・れんが・ﾌﾞﾛｯｸ 一般土木 ﾀｲﾙ・れんが・ﾌﾞﾛｯｸ工事で土木に関して他の工事種別に属する工事以外のもの ０１ 土木工事

ﾀｲﾙ・れんが・ﾌﾞﾛｯｸ 遮音壁 ﾀｲﾙ・れんが・ﾌﾞﾛｯｸ工事のうち、遮音壁に関するもの １２ 遮音壁工事

ﾀｲﾙ・れんが・ﾌﾞﾛｯｸ 土木保全 ﾀｲﾙ・れんが・ﾌﾞﾛｯｸ工事のうち、土木保全工事に関するもの １５ 道路保全土木工事

ﾀｲﾙ・れんが・ﾌﾞﾛｯｸ ﾄﾝﾈﾙ内装 ﾀｲﾙ・れんが・ﾌﾞﾛｯｸ工事のうち、ﾄﾝﾈﾙ内装工事に関するもの ０１ 土木工事

ﾀｲﾙ・れんが・ﾌﾞﾛｯｸ 建築 ﾀｲﾙ・れんが・ﾌﾞﾛｯｸ工事で建築に関して他の工事種別に属する工事以外のもの １８ その他（申請外）

ﾀｲﾙ・れんが・ﾌﾞﾛｯｸ 木造建築 ﾀｲﾙ・れんが・ﾌﾞﾛｯｸ工事のうち、木造建築工事に関するもの １８ その他（申請外）

ﾀｲﾙ・れんが・ﾌﾞﾛｯｸ 施設保全 ﾀｲﾙ・れんが・ﾌﾞﾛｯｸ工事のうち、施設保全工事に関するもの １８ その他（申請外）

ﾀｲﾙ・れんが・ﾌﾞﾛｯｸ 一般土木・橋梁補修 ﾀｲﾙ・れんが・ﾌﾞﾛｯｸ工事における橋梁補修工事で土木に関して他の工事種別に属する工事以外のもの ０１ 土木工事

ﾀｲﾙ・れんが・ﾌﾞﾛｯｸ 遮音壁・橋梁補修 ﾀｲﾙ・れんが・ﾌﾞﾛｯｸ工事における橋梁補修工事のうち、遮音壁に関するもの １２ 遮音壁工事

ﾀｲﾙ・れんが・ﾌﾞﾛｯｸ 土木保全・橋梁補修 ﾀｲﾙ・れんが・ﾌﾞﾛｯｸ工事における橋梁補修工事のうち、土木保全工事に関するもの １５ 道路保全土木工事

ﾀｲﾙ・れんが・ﾌﾞﾛｯｸ 施設保全・橋梁補修 ﾀｲﾙ・れんが・ﾌﾞﾛｯｸ工事における橋梁補修工事のうち、施設保全工事に関するもの １８ その他（申請外）

ﾀｲﾙ・れんが・ﾌﾞﾛｯｸ その他 当該業種を廃業した場合に、年間平均完成工事高を入力する １８ その他（申請外）

鋼構造物 鋼構造物一般 鋼構造物工事のうち、他の工事種別に属する工事以外のもの ０４ 鋼橋工事

鋼構造物 鋼橋上部 鋼構造物工事のうち、鋼橋上部工事に関するもの ０４ 鋼橋工事

鋼構造物 遮音壁 鋼構造物工事のうち、遮音壁に関するもの １２ 遮音壁工事

鋼構造物 土木保全 鋼構造物工事のうち、土木保全工事に関するもの １５ 道路保全土木工事

鋼構造物 標識 鋼構造物工事のうち、標識工事に関するもの １３ 標識工事

鋼構造物 防護柵 鋼構造物工事のうち、防護柵工事に関するもの ０４ 鋼橋工事

鋼構造物 軌道 鋼構造物工事のうち、軌道工事に関するもの １８ その他（申請外）

鋼構造物 建築 鋼構造物工事のうち、建築に関するもの ０２ 建築工事

鋼構造物 施設保全 鋼構造物工事のうち、施設保全工事に関するもの １６ 道路保全施設工事

鋼構造物 通信設備 鋼構造物工事のうち、監視制御・通信設備、防災・情報表示設備等の工事（以下「通信設備工事」という。）に関するもの １８ その他（申請外）

鋼構造物 機械設備一般 鋼構造物工事のうち、機械設備工事で他の工事種別に属する工事以外のもの（以下「機械設備工事」という。） １１ 機械器具設置工事

鋼構造物 建物機械設備 鋼構造物工事のうち、建物機械設備（車重計設備、軸重計設備、ｺﾞﾐ処理設備、ｴﾚﾍﾞ-ﾀ-昇降設備、ｸﾚ-ﾝ設備、ﾎﾟﾝﾌﾟ設備等）で機器製作（改造含む）、据付、試験調整を伴う工事
（以下「建物機械設備工事」という。）並びに水処理設備工事に関するもの １８ その他（申請外）

鋼構造物 ﾄﾝﾈﾙ換気設備 鋼構造物工事のうち、ﾄﾝﾈﾙ換気設備（ﾄﾝﾈﾙ換気用送・排風機設備、集塵機設備等）で機器製作（改造含む）、据付、試験調整を伴う工事（以下「ﾄﾝﾈﾙ換気設備工事」という。）に
関するもの １１ 機械器具設置工事

鋼構造物 鋼構造物一般・橋梁補修 鋼構造物工事における橋梁補修工事のうち、他の工事種別に属する工事以外のもの １５ 道路保全土木工事

鋼構造物 鋼橋上部・橋梁補修 鋼構造物工事における橋梁補修工事のうち、鋼橋上部工事に関するもの １５ 道路保全土木工事

鋼構造物 遮音壁・橋梁補修 鋼構造物工事における橋梁補修工事のうち、遮音壁に関するもの １２ 遮音壁工事

鋼構造物 土木保全・橋梁補修 鋼構造物工事における橋梁補修工事のうち、土木保全工事に関するもの １５ 道路保全土木工事

鋼構造物 標識・橋梁補修 鋼構造物工事における橋梁補修工事のうち、標識工事に関するもの １３ 標識工事

鋼構造物 防護柵・橋梁補修 鋼構造物工事における橋梁補修工事のうち、防護柵工事に関するもの ０１ 土木工事

鋼構造物 施設保全・橋梁補修 鋼構造物工事における橋梁補修工事のうち、施設保全工事に関するもの １６ 道路保全施設工事

鋼構造物 通信設備・橋梁補修 鋼構造物工事における橋梁補修工事のうち、監視制御・通信設備、防災・情報表示設備等の工事（以下「通信設備工事」という。）に関するもの １８ その他（申請外）

鋼構造物 その他 当該業種を廃業した場合に、年間平均完成工事高を入力する １８ その他（申請外）

鉄筋 一般土木 鉄筋工事で他の工事種別に属する工事以外のもの １７ その他上記以外の工事

鉄筋 遮音壁 鉄筋工事のうち、遮音壁に関するもの １２ 遮音壁工事

鉄筋 軌道 鉄筋工事のうち、軌道工事に関するもの １８ その他（申請外）

鉄筋 建築 鉄筋工事のうち、建築工事に関するもの １８ その他（申請外）

鉄筋 一般土木・橋梁補修 鉄筋工事における橋梁補修工事で他の工事種別に属する工事以外のもの １７ その他上記以外の工事

鉄筋 その他 当該業種を廃業した場合に、年間平均完成工事高を入力する １８ その他（申請外）

細   区   分   工   種   名
工          事          の          内          容 番号 当社の工事種別
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建設業許可工事種別 細区分工種名

舗装 ｾﾒﾝﾄ舗装 舗装工事のうち、ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘ-ﾄを用いて行う道路等の舗装工事（土木保全工事を除く。）に関するもの ０３ 舗装工事

舗装 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 舗装工事のうち、瀝青ｱｽﾌｧﾙﾄ材を用いて行う道路等の舗装工事（土木保全工事を除く。）に関するもの ０３ 舗装工事

舗装 土木保全 舗装工事のうち、土木保全工事に関するもの １５ 道路保全土木工事

舗装 セメント舗装・橋梁補修 舗装工事における橋梁補修工事のうち、ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘ-ﾄを用いて行う道路等の舗装工事（土木保全工事を除く。）に関するもの ０３ 舗装工事

舗装 アスファルト舗装・橋梁補修 舗装工事における橋梁補修工事のうち、瀝青ｱｽﾌｧﾙﾄ材を用いて行う道路等の舗装工事（土木保全工事を除く。）に関するもの ０３ 舗装工事

舗装 土木保全・橋梁補修 舗装工事における橋梁補修工事のうち、土木保全工事に関するもの １５ 道路保全土木工事

舗装 その他 当該業種を廃業した場合に、年間平均完成工事高を入力する １８ その他（申請外）

しゅんせつ しゅんせつ工事 １７ その他上記以外の工事

しゅんせつ その他 当該業種を廃業した場合に、年間平均完成工事高を入力する １８ その他（申請外）

板金 建築 板金工事で他の工事種別に属する工事以外のもの １８ その他（申請外）

板金 標識 板金工事のうち、標識工事に関するもの １３ 標識工事

板金 ﾄﾝﾈﾙ内装 板金工事のうち、ﾄﾝﾈﾙ内装工事に関するもの １７ その他上記以外の工事

板金 その他 当該業種を廃業した場合に、年間平均完成工事高を入力する １８ その他（申請外）

ｶﾞﾗｽ ｶﾞﾗｽ工事 １７ その他上記以外の工事

ｶﾞﾗｽ その他 当該業種を廃業した場合に、年間平均完成工事高を入力する １８ その他（申請外）

塗装 塗装一般 塗装工事で他の工事種別に属する工事以外のもの ０９ 塗装工事

塗装 区画線 塗装工事のうち、道路区画線工事に関するもの １４ 区画線工事

塗装 土木保全 塗装工事のうち、土木保全工事に関するもの １５ 道路保全土木工事

塗装 建築 塗装工事のうち、建築に関するもの １８ その他（申請外）

塗装 施設保全・環境省（展示・内装仕上工事） 塗装工事のうち、施設保全工事に関するもの、もしくは環境省における展示・内装仕上工事に関するもの １８ その他（申請外）

塗装 塗装一般・橋梁補修 塗装工事における橋梁補修工事で他の工事種別に属する工事以外のもの ０９ 塗装工事

塗装 土木保全・橋梁補修 塗装工事における橋梁補修工事のうち、土木保全工事に関するもの １５ 道路保全土木工事

塗装 その他 当該業種を廃業した場合に、年間平均完成工事高を入力する １８ その他（申請外）

防水 一般土木 防水工事で土木に関して他の工事種別に属する工事以外のもの １８ その他（申請外）

防水 法面処理 防水工事のうち、法面処理工事に関するもの １８ その他（申請外）

防水 土木保全 防水工事のうち、土木保全工事に関するもの １５ 道路保全土木工事

防水 建築 防水工事で建築に関して他の工事種別に属する工事以外のもの １８ その他（申請外）

防水 施設保全 防水工事のうち、施設保全工事に関するもの １８ その他（申請外）

防水 一般土木・橋梁補修 防水工事における橋梁補修工事で土木に関して他の工事種別に属する工事以外のもの １８ その他（申請外）

防水 土木保全・橋梁補修 防水工事における橋梁補修工事のうち、土木保全工事に関するもの １５ 道路保全土木工事

防水 施設保全・橋梁補修 防水工事における橋梁補修工事のうち、施設保全工事に関するもの １８ その他（申請外）

防水 その他 当該業種を廃業した場合に、年間平均完成工事高を入力する １８ その他（申請外）

内装仕上 建築 内装仕上工事で他の工事種別に属する工事以外のもの １８ その他（申請外）

内装仕上 木造建築 内装仕上工事のうち、木造建築工事に関するもの（畳、ふすまに関するものを除く） １８ その他（申請外）

内装仕上 畳・環境省・（展示・内装仕上工事） 内装仕上工事のうち、畳に関するもの、もしくは環境省における展示・内装仕上工事に関するもの １８ その他（申請外）

内装仕上 ふすま・環境省（展示・内装仕上工事） 内装仕上工事のうち、ふすまに関するもの、もしくは環境省における展示・内装仕上工事に関するもの １８ その他（申請外）

内装仕上 ﾄﾝﾈﾙ内装・環境省（展示・内装仕上工事） 内装仕上工事のうち、ﾄﾝﾈﾙ内装工事に関するもの、もしくは環境省における展示・内装仕上工事に関するもの ０１ 土木工事

内装仕上 その他 当該業種を廃業した場合に、年間平均完成工事高を入力する １８ その他（申請外）

細   区   分   工   種   名
工          事          の          内          容 番号 当社の工事種別
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建設業許可工事種別 細区分工種名

機械器具設置 機械設備一般 機械器具設置工事のうち、機械設備一般工事に関するもの １１ 機械器具設置工事

機械器具設置 大気汚染防止設備工事 機械器具設置工事のうち、大気汚染防止のﾌﾟﾗﾝﾄ設備（集塵設備等）の工事（以下「大気汚染防止設備工事」という。）に関するもの １１ 機械器具設置工事

機械器具設置 ﾄﾝﾈﾙ換気設備 機械器具設置工事のうち、ﾄﾝﾈﾙ換気設備工事に関するもの １１ 機械器具設置工事

機械器具設置 水処理設備・環境省（水環境処理工事） 機械器具設置工事のうち、水処理設備工事に関するもの、もしくは環境省における水環境処理工事に関するもの １１ 機械器具設置工事

機械器具設置 管・環境省（水環境処理工事） 機械器具設置工事のうち、管工事に関するもの、もしくは環境省における水環境処理工事に関するもの １８ その他（申請外）

機械器具設置 土木保全 機械器具設置工事のうち、土木保全工事に関するもの １１ 機械器具設置工事

機械器具設置 標識 機械器具設置工事のうち、標識工事に関するもの １１ 機械器具設置工事

機械器具設置 軌道 機械器具設置工事のうち、軌道工事に関するもの １８ その他（申請外）

機械器具設置 施設保全 機械器具設置工事のうち、施設保全工事に関するもの １６ 道路保全施設工事

機械器具設置 土木保全・橋梁補修 機械器具設置工事における橋梁補修工事のうち、土木保全工事に関するもの １１ 機械器具設置工事

機械器具設置 標識・橋梁補修 機械器具設置工事における橋梁補修工事のうち、標識工事に関するもの １１ 機械器具設置工事

機械器具設置 施設保全・橋梁補修 機械器具設置工事における橋梁補修工事のうち、施設保全工事に関するもの １６ 道路保全施設工事

機械器具設置 その他 当該業種を廃業した場合に、年間平均完成工事高を入力する １８ その他（申請外）

熱絶縁 暖冷房衛生設備 熱絶縁工事で他の工事種別に属する工事以外のもの ０８ 管工事

熱絶縁 機械設備一般 熱絶縁工事のうち、機械設備工事に関するもの １８ その他（申請外）

熱絶縁 施設保全 熱絶縁工事のうち、施設保全工事に関するもの １６ 道路保全施設工事

熱絶縁 その他 当該業種を廃業した場合に、年間平均完成工事高を入力する １８ その他（申請外）

電気通信 通信 電気通信工事で他の工事種別に属する工事以外のもの ０７ 電気通信工事

電気通信 遠方監視制御設備 電気通信工事のうち、遠方監視制御設備（情報交換設備、情報ﾀ-ﾐﾅﾙ設備、伝送交換設備、衛星通信設備を含む）で機器製作（改造を含む）、据付、試験調整を伴う工事に関す
るもの ０７ 電気通信工事

電気通信 交通情報設備 電気通信工事のうち、交通情報設備（可変表示設備、信号機設備、気象観測設備、交通量計測設備、画像伝送・処理設備、無線通信設備、ﾄﾝﾈﾙ内ﾗｼﾞｵ再放送設備、ﾄﾝﾈﾙ内拡
声放送設備、ﾊｲｳｪｲﾗｼﾞｵ設備、路車間情報通信設備、自動料金収受設備を含む）で機器製作（改造を含む）、据付、試験調整を伴う工事に関するもの ０７ 電気通信工事

電気通信 施設保全 電気通信工事のうち、施設保全工事に関するもの １６ 道路保全施設工事

電気通信 施設保全・橋梁補修 電気通信工事における橋梁補修工事のうち、施設保全工事に関するもの １６ 道路保全施設工事

電気通信 その他 当該業種を廃業した場合に、年間平均完成工事高を入力する １８ その他（申請外）

造園 造園一般・環境省（自然環境共生工事） 造園工事で他の工事種別に属する工事以外のもの、もしくは環境省における自然環境共生工事に関するもの １０ 造園工事

造園 土木保全・環境省（自然環境共生工事） 造園工事のうち、土木保全工事に関するもの、もしくは環境省における自然環境共生工事に関するもの １５ 道路保全土木工事

造園 その他 当該業種を廃業した場合に、年間平均完成工事高を入力する １８ その他（申請外）

さく井 さく井工事 １７ その他上記以外の工事

さく井 その他 当該業種を廃業した場合に、年間平均完成工事高を入力する １８ その他（申請外）

建具 建築 建具工事で他の工事種別に属する工事以外のもの ０２ 建築工事

建具 木造建築 建具工事のうち、木造建築工事に関するもの（ふすまに関するものを除く。） ０２ 建築工事

建具 ふすま・環境省（展示・内装仕上工事） 建具工事のうち、ふすまに関するもの、もしくは環境省における展示・内装仕上工事に関するもの ０２ 建築工事

建具 その他 当該業種を廃業した場合に、年間平均完成工事高を入力する １８ その他（申請外）

水道施設 一般土木 水道施設工事で他の工事種別に属する工事以外のもの ０１ 土木工事

水道施設 土木保全 水道施設工事のうち、土木保全工事に関するもの １８ その他（申請外）

水道施設 暖冷房衛生設備 水道施設工事のうち、暖冷房衛生設備工事に関するもの ０８ 管工事

水道施設 水処理設備 水道施設工事のうち、水処理設備工事に関するもの １８ その他（申請外）

水道施設 施設保全 水道施設工事のうち、施設保全工事に関するもの １６ 道路保全施設工事

水道施設 その他 当該業種を廃業した場合に、年間平均完成工事高を入力する １８ その他（申請外）

消防施設 建築 消防施設工事で他の工事種別に属する工事以外のもの １８ その他（申請外）

消防施設 施設保全 消防施設工事のうち、施設保全工事に関するもの １６ 道路保全施設工事

消防施設 暖冷房衛生設備 消防施設工事のうち、暖冷房衛生設備工事に関するもの ０８ 管工事

消防施設 非常用設備 消防施設工事のうち、非常用設備（火災報知器、水噴霧設備、消火栓設備）で機器製作（改造を含む）、据付、試験調整を伴う工事に関するもの ０７ 電気通信工事

消防施設 電気設備 消防施設工事のうち、電気設備工事に関するもの １８ その他（申請外）

消防施設 その他 当該業種を廃業した場合に、年間平均完成工事高を入力する １８ その他（申請外）

細   区   分   工   種   名
工          事          の          内          容 番号 当社の工事種別
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建設業許可工事種別 細区分工種名

清掃施設 建築 清掃施設工事で他の工事種別に属する工事以外のもの ０２ 建築工事

清掃施設 暖冷房衛生設備 清掃施設工事のうち、暖冷房衛生設備工事に関するもの １１ 機械器具設置工事

清掃施設 建物機械設備 清掃施設工事のうち、建物機械設備工事に関するもの １１ 機械器具設置工事

清掃施設 水処理設備 清掃施設工事のうち、水処理設備工事に関するもの １１ 機械器具設置工事

清掃施設 大気汚染防止設備工事 清掃施設工事のうち、大気汚染防止設備工事に関するもの １１ 機械器具設置工事

清掃施設 その他 当該業種を廃業した場合に、年間平均完成工事高を入力する １８ その他（申請外）

解体 一般土木 解体工事で土木に関して他の工事種別に属する工事以外のもの ０１ 土木工事

解体 遮音壁 解体工事のうち、遮音壁に関するもの １２ 遮音壁工事

解体 ｸﾞﾗｳﾄ 解体工事のうち、ｸﾞﾗｳﾄ工事に関するもの ０１ 土木工事

解体 杭打 解体工事のうち、鋼杭、鋼矢板等の既製杭による杭打工事及び場所打ちｺﾝｸﾘ-ﾄ杭施工工事（以下「杭打工事」という。）に関するもの ０１ 土木工事

解体 ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘ-ﾄ 解体工事のうち、ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘ-ﾄ工事に関するもの ０５ ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘ-ﾄ橋工事

解体 土木保全 解体工事のうち、土木保全工事に関するもの １５ 道路保全土木工事

解体 標識 解体工事のうち、標識工事に関するもの １３ 標識工事

解体 防護柵 解体工事のうち、防護柵工事に関するもの ０１ 土木工事

解体 ﾄﾝﾈﾙ内装 解体工事のうち、ﾄﾝﾈﾙ内装工事に関するもの ０１ 土木工事

解体 鋼構造物一般 解体工事のうち、他の工事種別に属する鋼構造物工事以外の鋼構造物工事（以下「鋼構造物一般工事」という。）に関するもの １８ その他（申請外）

解体 鋼橋上部 解体工事のうち、鋼材を用いて製作する橋桁等製作架設工事（以下「鋼橋上部工事」という。）に関するもの ０４ 鋼橋工事

解体 建築 解体工事で建築に関して他の工事種別に属する工事以外のもの １８ その他（申請外）

解体 木造建築 解体工事のうち、木造建築工事に関するもの １８ その他（申請外）

解体 施設保全 解体工事のうち、施設保全工事に関するもの １８ その他（申請外）

解体 一般土木・橋梁補修 解体工事における橋梁補修工事で土木に関して他の工事種別に属する工事以外のもの ０１ 土木工事

解体 遮音壁・橋梁補修 解体工事における橋梁補修工事のうち、遮音壁に関するもの １２ 遮音壁工事

解体 ｸﾞﾗｳﾄ・橋梁補修 解体工事における橋梁補修工事のうち、ｸﾞﾗｳﾄ工事に関するもの ０１ 土木工事

解体 杭打・橋梁補修 解体工事における橋梁補修工事のうち、鋼杭、鋼矢板等の既製杭による杭打工事及び場所打ちｺﾝｸﾘ-ﾄ杭施工工事（以下「杭打工事」という。）に関するもの ０１ 土木工事

解体 ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘ-ﾄ・橋梁補修 解体工事における橋梁補修工事のうち、ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘ-ﾄ工事に関するもの ０５ ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘ-ﾄ橋工事

解体 土木保全・橋梁補修 解体工事における橋梁補修工事のうち、土木保全工事に関するもの １５ 道路保全土木工事

解体 標識・橋梁補修 解体工事における橋梁補修工事のうち、標識工事に関するもの １３ 標識工事

解体 防護柵・橋梁補修 解体工事における橋梁補修工事のうち、防護柵工事に関するもの ０１ 土木工事

解体 鋼構造物一般・橋梁補修 解体工事における橋梁補修工事のうち、他の工事種別に属する鋼構造物工事以外の鋼構造物工事（以下「鋼構造物一般工事」という。）に関するもの １５ 道路保全土木工事

解体 鋼橋上部・橋梁補修 解体工事における橋梁補修工事のうち、鋼材を用いて製作する橋桁等製作架設工事（以下「鋼橋上部工事」という。）に関するもの １５ 道路保全土木工事

解体 施設保全・橋梁補修 解体工事における橋梁補修工事のうち、施設保全工事に関するもの １８ その他（申請外）

解体 その他 当該業種を廃業した場合に、年間平均完成工事高を入力する １８ その他（申請外）

その他 その他工事 その他 １８ その他（申請外）

建設業法以外 土木関係 建設業法以外の工事で土木関係のもの １８ その他（申請外）

建設業法以外 施設関係 建設業法以外の工事で施設関係のもの １８ その他（申請外）

細   区   分   工   種   名
工          事          の          内          容 番号 当社の工事種別
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３ 業態調書【様式第３】 

 

  記載例に従って記入してください。 

  特に、「希望する工事の内容」欄は、申請を希望する業種について、漏れなく記入してください。 

 

 

 

様式に記載されている資格について、申

請をする日時点で在籍している該当人数

を資格別に記入してください。1人で複数

の資格を有している場合には、重複して

計上することが可能です。ただし、1級と

2 級の資格両方を有している場合には、1

級のみ記入してください。 

「合計」欄には、延べ人数を記入してくだ

さい。 

「実人数」欄には、実人数を記入してくだ

さい。 

「監理技術者資格者証及び監理技術者講

習修了証の所持者数」欄には、監理技術者

資格者証を所持している者のうち、監理

技術者講習修了証を所持している技術者

を集計し、合計人数を記入して下さい。た

だし、「合計」欄には含めないでください。

※2018年 4月１日以降に監理技術者資格

者証の交付を受けている者。 

「登録基幹技能者講習修了証の所持者

数」の欄には建設業施行規則第 18条の３

第 2 項第 2 号に規定する登録基幹技能者

講習を修了した者であって、常時雇用さ

れており、建設業に従事する者の人数を

記入してください。ただし、「合計」欄に

は含めないでください。 

 

「実人数」が「合計」を

上回ることはありませ

ん。ご注意ください。 

「実人数」「合計」欄には

含まないでください。 

「希望する工事の内容」は、申請しようとする「工事種別」について、必

ず記入してください（希望工種がこの表の工事種別の欄に記載されていな

い場合は、記入の必要はありません。）。23頁～24頁の【希望する工事内容

の一覧】の「工事の具体例」を確認の上、第一希望から順番にアルファベ

ットで記入（選択）してください。 

「技術士」の資格取得人数入力

時の注意事項（22 頁）をご確認

の上、人数を記入してください。 
様式第３

※受付番号 ※業者コード

業             態             調             書

有資格技術職員内訳

検 定 種 目 級別・種別 人　　　　数 技術部門 選   択   科   目 人　　　　数

建設機械施工技士 1 一　級 建       設 18 「鋼構造及びコンクリート」

施 2 二　級 技 19 その他

土木施工管理技士 3 一　級 農       業 20 「農業土木」

工 二　級 4 21 電気電子 －

5 機       械 22 「流体工学」又は「熱工学」

管 6 術 23 その他

建築施工管理技士 7 一　級 上 下 水 道 24 「上水道及び工業用水道」

理 二　級 8 25 その他

9 森       林 26 「林業」

技 10 士 27 「森林土木」

電気工事施工管理技士 11 一　級 衛 生 工 学 28 「水質管理」

士 12 二　級 29 「廃棄物管理」

管工事施工管理技士 13 一　級 30 その他

等 14 二　級 建 建  築  士 31 一級建築士

造園施工管理技士 15 一　級 築 32 二級建築士

16 二　級 士 33 木造建築士

合 　      計

17    監理技術者資格者証及び監理技術者講習終了証の所持者数 実   人   員

34  登録基幹技能者講習終了証の所持者数

希望する工事の内容

工    事    種    別 土木 舗装 鋼橋 電気 電気通信 管

希    望    順    位 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

希望する工事の内容 Ａ Ｄ Ｂ Ｃ Ｆ Ｅ Ｃ Ａ Ｂ Ｄ

工    事    種    別 塗装 機械器具設置 遮音壁 標識 区画線 保全土木 その他

希    望    順    位 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2

希望する工事の内容 Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ｄ

1

道路保全施設

仕上げ

土 木 25

1

1

325

35 258

11

28 5

21 1

8

薬液注入 13

3 24

建築 5 18

躯体

1

1

鋼構造物塗装 7

25 25

32 32

38
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【 技術士資格取得人数入力時の注意事項 】 

 

2019 年度以降に実施された技術士試験において、第二次試験で以下表左に記載の科目を選

択して合格し、技術士法による登録を受けている者は、表右の対応する入力項目の人数に含め

て計上すること。 

※ 赤字は技術士法の改正により、2019 年度技術士試験より科目の統合・名称変更が行われ

た科目のため、入力に注意すること。 

 

 
※ 電気電子部門については、電気電子部門に係る全ての選択科目が計上対象。  

技術部門 2019年度以降選択科目
入力する項目

（2018年度以前選択科目）

「鋼構造及びコンクリート」 「鋼構造及びコンクリート」

その他 その他

農業 「農業農村工学」 「農業土木」

電気電子部門 － －

「流体機器」又は「熱・動力エネルギー機器」 「流体工学」又は「熱工学」

その他 その他

「上水道及び工業用水道」 「上水道及び工業用水道」

その他 その他

「林業・林産」 「林業」

「森林土木」 「森林土木」

「水質管理」 「水質管理」

「廃棄物・資源循環」 「廃棄物管理」

その他 その他

技

術

士

建設

機械

上下水道

森林

衛生工学
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【 希望する工事内容の一覧 】 

 

希望工種 ｺｰﾄﾞ 希望する工事の内容 工 事 の 具 体 例 

土木工事 

Ａ 

新設 

 

改築 

 

改良 

構造物 

ＲＣ橋、ＲＣ橋脚、擁壁、半地下等ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物工事、

ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ、ｵｰﾌﾟﾝｹｰｿﾝ、鋼管矢板基礎、既製杭、場所

打ちｺﾝｸﾘｰﾄ杭等の基礎構造物工事、鋼矢板、鋼管矢板、

地中連続壁等の山留工事等の工事 

Ｂ 床版 ｺﾝｸﾘｰﾄ床版、地覆、高欄等の工事 

Ｃ ﾄﾝﾈﾙ ﾄﾝﾈﾙ工事（共同溝、下水道用ﾄﾝﾈﾙ等を含む。） 

Ｄ 道路 
小規模擁壁、ｶﾙﾊﾞｰﾄ等のｺﾝｸﾘｰﾄ構造物工事、道路土工、

街路築造、下水等の工事 

Ｅ 地盤改良 地盤改良等の工事 

Ｆ ﾄﾝﾈﾙ内装 トンネル内面等の内装板工事 

舗装工事 
Ａ 新設 道路の舗装工事 

Ｂ 維持補修 道路の舗装補修工事 

鋼橋工事 
Ａ 橋梁 鋼橋脚、鋼桁及び鋼製歩道橋等の工事 

Ｂ その他 大型標識柱等の道路付属物の工事 

電気工事 

Ａ 

新設 

 

改築 

 

改良 

道路照明設備

等 

道路照明設備、料金所電気設備、電力設備、配電線設備

の工事 

Ｂ 建築電気設備 
建物における電灯コンセント、動力、放送、電話、火災

報知、誘導灯、避雷、テレビ共同受信等の設備工事 

Ｃ 受配電設備 
受変電設備又は無停電電源設備を自ら製作及び試験調

整する工事 

Ｄ 自家発電設備 
原動機又は発電機設備を自ら製作及び試験調整する工

事 

電気通信 

工  事 

Ａ 

新設 

 

改築 

 

改良 

通信設備等 
道路非常電話、道路ﾄﾝﾈﾙ防災用電気設備、道路交通管

制用設備、通信ｹｰﾌﾞﾙ（光ｹｰﾌﾞﾙを含む。）等の工事 

Ｂ 
道路交通情報

提供設備 

可変情報板（文字・図形）を自ら製作及び試験調整する

工事 

Ｃ 
道路交通量計

測設備 

車輌感知器（超音波方式、光学式、ﾙｰﾌﾟｺｲﾙ式）を自ら

製作及び試験調整する工事 

Ｄ 
道路交通情報

収集設備 
交通流監視用カメラ等を自ら製作及び試験調整する工事 

Ｅ 
道路情報通信

設備 

ﾃﾞｰﾀ通信設備（有線、無線）、ＥＴＣ設備、ＶＩＣＳ設

備、ﾏｲｸﾛ無線設備、管理用無線設備、路側放送設備、ﾄ

ﾝﾈﾙ内ﾗｼﾞｵ再放送設備等を自ら製作及び試験調整する

工事 

Ｆ 
道路情報処理

設備 

道路情報処理設備（ﾃﾞｰﾀ処理設備、画像処理設備、道路情報

提供設備）を自ら製作及び試験調整する工事 

管工事 

Ａ 

 

新設 

 

改築 

 

改良 

管工事 

建築物の給水、排水、衛生器具、給湯、消火、浄化槽、

空気調和、換気、排煙、ｶﾞｽ等の設備工事、融雪装置等

の工事 

Ｂ 熱絶縁工事 空調ﾀﾞｸﾄ、冷温水管、冷媒管等の熱絶縁工事 

Ｃ 水道施設工事 給水管、受水槽、高架水槽、ﾎﾟﾝﾌﾟ等の設備工事 

Ｄ 消防施設工事 
建築物の屋内消火栓、連結送水管、連結散水、二酸化炭

素消火、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ、消火器等の設備工事 
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希望工種 ｺｰﾄﾞ 希望する工事の内容  工 事 の 具 体 例 

塗装工事 
Ａ 新設鋼橋 鋼橋等の塗装工事 

Ｂ 塗替鋼橋 鋼橋等の塗装補修又は塗替え 

機械器具 

設置工事 

Ａ 新 

設

・ 

改 

築

・ 

改 

良 

排水ﾎﾟ ﾝ ﾌ ﾟ設

備 
道路の排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備及び付属設備等の工事 

Ｂ ﾄﾝﾈﾙ換気設備 
ﾄﾝﾈﾙの換気用送・排風機設備、除塵装置、制御機器

及び付属設備等の工事 

Ｃ 昇降機設備 昇降機設備の工事 

Ｄ ﾄﾝﾈﾙ消火設備 ﾄﾝﾈﾙの泡消火栓、水噴霧設備等の工事 

Ｅ 軸重測定設備 軸重測定設備、軸重撮影装置等の工事 

Ｆ 
その他機械設

備 

機械式駐車設備、ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ、汚泥処理設備、鋼製付

属設備等の工事 

遮音壁 

工 事 

Ａ 新設 遮音壁、裏面吸音板等の設置 

Ｂ 維持補修 遮音壁、裏面吸音板等の補修又は取替え 

標識工事 
Ａ 新設 案内標識板等の設置 

Ｂ 維持補修 案内標識板等の補修又は取替え 

区画線 

工 事 

Ａ 新設 道路の区画線工事 

Ｂ 維持補修 道路の区画線補修又は書換え 

道路保全 

土木工事 

Ａ 土木 

・ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物（桁、橋脚、床版、壁高欄、ﾄﾝﾈﾙ等）

の損傷、ﾌｪﾝｽ、ｺﾞﾑ製伸縮装置、排水管、集水桝、

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ、ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ等の補修又は取替え及びｺﾝ

ｸﾘｰﾄ構造物の表面処理・塗布、路面のひび割れ、ﾎﾟ

ｯﾄﾎｰﾙ等の補修 

・遮音壁、裏面吸音板等の部分的な補修又は取替え 

・緊急応急作業 

Ｂ 鋼橋 

鋼橋及び鋼橋脚の損傷、支承・連結装置、高力ﾎﾞﾙﾄ、

鋼製伸縮装置、鋼製標識柱、床組、高架橋外装等の

補修又は部分的な取替え 

道路保全 

施設工事 

Ａ 建築  建築物の維持、補修、撤去工事及び緊急応急作業 

Ｂ 

 

電気  

道路照明設備等、建築電気設備等の維持、補修、取

替え、移設、撤去、又は既設設備の切替え、停止を伴

う工事及び緊急応急作業 

Ｃ 

 

電気通信  

通信設備等の維持、補修、取替え、移設、撤去、又は

既設設備の切替え、停止を伴う工事及び緊急応急作

業 

Ｄ 管  

建築物の給水、排水、消火、空気調和、換気、ｶﾞｽ等

の設備、融雪設備等の保守、補修、取替え、移設、撤

去、又は既設設備の切替え、停止を伴う工事及び緊

急応急作業 

Ｅ 

 

 

機械器具設置  

排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備、ﾄﾝﾈﾙ換気設備（集塵機を含む。）、昇

降機設備、ﾄﾝﾈﾙ消火設備（水噴霧設備を含む。）、軸

重測定設備、ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ、汚泥処理設備、鋼製付属設

備等の保守、補修、取替え、移設、撤去、又は既設設

備の切替え、停止を伴う工事及び緊急応急作業 

その他上記 

以外の工事 

Ａ しゅんせつ しゅんせつ工事 

Ｂ その他  
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４ 営業所一覧表【様式第４】 

 

  申請をする日現在で作成してください。 

  本社及び 1都 3県（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県）に所在する事務所のみ記入してください。 

  事務所単位（例：本社、本店、東京支社、東京支店、○○事業本部など）で記入してください。 

  １枚に収まりきらない場合には、様式をコピーするなどして、記入してください。 

 

 

 

都道府県名から記入してください。 

「丁目」「番地」は「－(ﾊｲﾌﾝ)」 

で記入してください。 

契約窓口となる事業所以外の事業

所（１都３県内）についても記入し

てください。 

○印のついた最上段の記入欄は、当

社との契約手続の窓口となる事業

所を記入してください。併せて、担

当者の氏名を記入してください。 

様式第４

※受付番号 ※業者コード

営        業        所        一        覧        表

電     話     番     号　　（上段）　

Ｆ    Ａ    Ｘ    番    号　　（下段）

○ －

担当者名：

－

－

－

－

－

－

－

－

－

記載事項
1 本表は、申請をする日現在で作成すること。
2 「営業所名称」欄には、当社と常時契約を締結する本社（店）及び支店等営業所（１都３県（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県）に所在する営業所）の名称を

記載すること。
3 「所在地」欄には、営業所の所在地を上段から左詰めで記載すること。
4 「電話番号」及び「ＦＡＸ番号」欄には、上段に電話番号を、下段にＦＡＸ番号をそれぞれ記載すること。
5 「○」を付している欄には、上記記載要領に従って、当社と常時契約を締結する本店又は支店等営業所の名称等を記載するとともに、担当者名を記載すること。

045-300-3001

048-310-3000

048-310-3001

047-320-3000

047-320-3001

03-3100-3000

03-3100-3001

03-3200-3000

03-3200-3001

045-300-3000

東京都港区芝○－○○－○○

東京都江東区木場○－○－○

神奈川県横浜市中区真砂町○－○○

埼玉県大宮市桜木町○－○－○

千葉県市川市高浜○○番地先

0000

331

0000

272

0000

105

0000

135

0000

231

151

0000
東京都渋谷区代々木○－○－○

03-3000-3000

03-3000-3001

千葉営業所

東京第一営業所

本社（店）

東京第二営業所

横浜営業所

埼玉営業所

千葉　一郎

営   業   所   名   称 郵便番号 所              在               地

記載事項
1 本表は、申請をする日現在で作成すること。
2 「営業所名称」欄には、当社と常時契約を締結する本社（店）及び支店等営業所（１都３県（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県）に所在する営業所）の名称を

記載すること。
3 「電話番号」及び「ＦＡＸ番号」欄には、上段に電話番号を、下段にＦＡＸ番号をそれぞれ記載すること。
4 「○」を付している欄には、上記記載要領に従って、当社と常時契約を締結する本店又は支店等営業所の名称等を記載するとともに、担当者名を記載すること。
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５ 共同企業体等調書【様式第５】 

 

  （その１）について 

  この調書は、事業協同組合が特例計算を希望する場合に必要となる書類です。 

  
 

 

 

 
様式第５

※業者コード

※評点

（Z1）

01　土木一式

02　建築一式

03　大工

04　左官

05　とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

06　石

07　屋根

08　電気

09　管

10　ﾀｲﾙ・れんが・ﾌﾞﾛｯｸ

11　鋼構造物

12　鉄筋

13　舗装

14　しゅんせつ

15　板金

16　ガラス

17　塗装

18　防水

19　内装仕上

20　機械器具設置

21　熱絶縁

22　電気通信

23　造園

24　さく井

25　建具

26　水道施設

27　消防施設

28　清掃施設

29  解体

区 分 ① ② ③ ④ ⑤

経　　営　　状　　況

※ 数 値 ※ 点 数 ※ 合 計 ※ 評 点 （X２）

⑤ ⑥or計② ③ ④

その他の評価項目

⑥or計

合　　　　　　　　　　　計

自　己　資　本　額

利　　　　益　　　　額

③ ④ ⑤ ⑥or計① ② ③ ④ ⑤ ⑥or計① ② ③ ④ ⑤ ⑥or計 ① ② ③① ② ① ② ③ ④ ⑤ ⑥or計

２　　　　　　　　　級 そ　　　　の　　  　他
合計

監　　理　　補　　佐

① ④ ⑤ ⑥or計

　　　　※  評    点   （Y）

         ※  評    点   （W）

※受付番号

共　同　企　業　体　等　調　書　（そ　の　１）
技　　　　　　　　　　　　　術　　　　　　　　　　　　職　　　　　　　　　　　　員　　　　　　　　　　　　数

建設工事の種類 １　　　　　　　　　級 講　　習　　受　　講 基　　　　　　幹

 

この欄には、「総合評定値通知書」に記載されている

数値等を記入してください。 

自己資本額：自己資本額 

利益額：利益額 

経営状況：評点（Ｙ）の値 

その他評価項目：評点（Ｗ）の値 

 

※欄には記入しないでください。 

この欄には、何も記入しないでください。 
 

①には、組合自体の「総合評定値通知書」から技術職員数

を記入してください。総合評定値通知書の技術職員数が

「０」の場合は、「０」と記入してください。 

 

②以降には、審査対象者の「総合評定値通知書」から技術

職員数を記入してください。総合評定値通知書の技術職

員数が「０」の場合は、「０」と記入してください。 

 

組合のほか審査対象者が４事業者を超える場合は、共同

企業体等調書（その２）も使用し、その際、（その１）は

「⑥or計」としてください。 
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５ 共同企業体等調書【様式第５】 

  （その２）について 

  この調書は、事業協同組合が特例計算を希望する場合で、組合のほか審査対象者が４事業者を超えるときに必要となる書類です。 

 

 
様式第５

※業者コード

※評点

（Z1）

01　土木一式

02　建築一式

03　大工

04　左官

05　とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

06　石

07　屋根

08　電気

09　管

10　ﾀｲﾙ・れんが・ﾌﾞﾛｯｸ

11　鋼構造物

12　鉄筋

13　舗装

14　しゅんせつ

15　板金

16　ガラス

17　塗装

18　防水

19　内装仕上

20　機械器具設置

21　熱絶縁

22　電気通信

23　造園

24　さく井

25　建具

26　水道施設

27　消防施設

28　清掃施設

29  解体

区 分 ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ※ 数 値

監　　理　　補　　佐

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ 計 ⑦⑩ ⑪ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪⑧ ⑨ 計
合計

⑦ ⑧ ⑨

共　同　企　業　体　等　調　書　（そ　の　２）

合　　　　　　　　　　　計

建設工事の種類

技　　　　　　　　　　　　　術　　　　　　　　　　　　職　　　　　　　　　　　　員　　　　　　　　　　　　数

１　　　　　　　　　級 講　　習　　受　　講 基　　　　　　幹

⑩ 計 ⑦⑪ 計

経　　営　　状　　況

計

自　己　資　本　額

その他の評価項目

※ 点 数 ※ 合 計 ※ 評 点 （X２）

そ　　　　の　　  　他

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ 計計

２　　　　　　　　　級

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

利　　　　益　　　　額

　　　　※  評    点   （Y）

         ※  評    点   （W）

※受付番号

 

組合のほか審査対象者が４事業者を超える場

合、⑦から順番に記入してください。 

 

「計」欄には、①から⑪までの合計を記入して

ください。 

 

記入方法は、（その１）と同じです。 

 

「計」欄には、①から⑪までの合計を記入して

ください。 

この欄には、何も記入しないでください。 
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５ 共同企業体等調書【様式第５】 

  （その 3）について 

  この調書は、事業協同組合が特例計算を希望する場合に必要となる書類です。 

 

  

 

 

 

「元請完成工事高」欄には、総合評定値通知書

の「元請完成工事高」欄に記載されている建設

工事の種類別の元請完成工事高を、組合及び審

査対象者ごとに転記してください。総合評定値

通知書の元請完成工事高が「０」の場合は、「０」

と記入してください。 

 

組合のほか審査対象者が４事業者を超える場

合は、共同企業体等調書（その４）も使用し、

その際、（その３）は「⑥or計」としてくださ

い。 

 

様式第５

※業者コード

※評点 ※評点（Ｚ）

（Z２） （Z1+Z2）

01　土木一式

02　建築一式

03　大工

04　左官

05　とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

06　石

07　屋根

08　電気

09　管

10　ﾀｲﾙ・れんが・ﾌﾞﾛｯｸ

11　鋼構造物

12　鉄筋

13　舗装

14　しゅんせつ

15　板金

16　ガラス

17　塗装

18　防水

19　内装仕上

20　機械器具設置

21　熱絶縁

22　電気通信

23　造園

24　さく井

25　建具

26　水道施設

27　消防施設

28　清掃施設

29  解体

合　　　　　　　　　　　計

③ ④ ⑤ ⑥or計

※受付番号

共　同　企　業　体　等　調　書　（そ　の　３）
元　　　　請　　　　完　　　　成　　　　工　　　　事　　　　高

建設工事の種類

① ②
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５ 共同企業体等調書【様式第５】 

  （その４）について 

  この調書は、事業協同組合が特例計算を希望する場合で、組合のほか審査対象者が４事業者を超えるときに必要となる書類です。 

 

              

 

 

組合のほか審査対象者が４事業者を超える

場合、⑦から順番に記入してください。 

 

「計」欄には、①から⑪までの合計を記入し

てください。 

様式第５

※業者コード

※評点 ※評点（Ｚ）

（Z２） （Z1+Z2）

01　土木一式

02　建築一式

03　大工

04　左官

05　とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

06　石

07　屋根

08　電気

09　管

10　ﾀｲﾙ・れんが・ﾌﾞﾛｯｸ

11　鋼構造物

12　鉄筋

13　舗装

14　しゅんせつ

15　板金

16　ガラス

17　塗装

18　防水

19　内装仕上

20　機械器具設置

21　熱絶縁

22　電気通信

23　造園

24　さく井

25　建具

26　水道施設

27　消防施設

28　清掃施設

29  解体

合　　　　　　　　　　　計

⑨ ⑩ ⑪ 計

※受付番号

共　同　企　業　体　等　調　書　（そ　の　４）
元　　　　請　　　　完　　　　成　　　　工　　　　事　　　　高

建設工事の種類

⑦ ⑧
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Ⅱ 競争参加資格の認定  

１ 資格の審査及び認定について 

  資格審査申請書類を受け付けた後、当社は申請内容の審査を行います。  
  審査を行い、前記Ⅰ－１の２に掲げる欠格要件に該当しない方について、資格がある

と認定します。  
  欠格要件に該当する方について、資格がないと認定します。  
   

【認 定 日】 
    定期受付：2023 年 4 月 1 日 
    随時受付：申請受付日を含む月の翌々月の 1 日（ただし、2023 年 2 月に申請があ 

ったもののみ、2023 年 5 月 1 日認定となりますのでご注意ください。） 
 

２ 資格審査結果の通知について 

  資格があると認定した方への競争参加資格認定通知書（建設工事）の発行及び通知は
行いませんので、競争参加資格の登録状況については、認定日以降に当社ホームページ
（https://www.shutoko.co.jp/business/qualify/）に掲載される「有資格業者名簿」にてご
確認ください。  

資格がないと認定した方には、別途通知します。 
 

３ その他 

 （１）年間委任状、使用印鑑届及び申請事項の変更届の提出は、認定日以降に受け付け
ます。 

 
 （２）申請を取り下げた場合又は資格認定後に辞退した場合は、合併等による再認定を

行う場合を除き、同一有効期間内での再度の申請はできません。 
 
 （３）営業所一覧表【様式第 4】に記載いただいた連絡先は、個別の案件に係る連絡のほ

か、競争参加資格を持つ全ての方にお知らせする必要がある事項が生じた場合に利
用することがあります。 

 
 
 

Ⅲ 電子入札システム参加のための利用者登録 
 
  当社では、競争を行う案件において電子入札を全面的に導入しています。電子入札に
よる入札・見積りに参加するには、競争参加資格に加えて電子入札システム参加のため
の利用者登録が必要となります。また、指名型の案件においては、電子入札システムに
利用者登録済であることが指名の条件となります。 

まだ利用者登録を行っていない場合は、利用者登録の詳細について当社ホームページ
（https://www.shutoko.co.jp/business/electronicbid/）をご確認の上、認定後速やかに実
施してください。 

 
 
 

Ⅳ お問い合わせ先 
 

首都高速道路株式会社 財務部契約課 
〒100-8930 東京都千代田区霞が関１－４－１（日土地ビル） 

℡ (03)3539-9315   (03)3539-9566 

http://www.shutoko.co.jp/business/qualify/

